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さぬき市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１５年さぬき市条例第２２

号）の一部を次のように改正する。 

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次

の１項を加える。 

（政務活動費の月額の特例） 

２ 令和２年１０月１日から令和３年３月３１日までの間、第３条第１項及び第２

項の規定の適用については、同条第１項中「２万５，０００円」とあるのは、

「０円」と、同条第２項中「前項」とあるのは、「附則第２項の規定により読み

替えて適用する前項」とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



 

さぬき市議会政務活動費の交付に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条～第１０条 （略） 第１条～第１０条 （略） 

附 則 附 則 

 （施行期日）  

１ （略）  （略） 

（政務活動費の月額の特例） 

２ 令和２年１０月１日から令和３年３月３１日までの間、第３条第１項及び第２項の規定の適

用については、同条第１項中「２万５，０００円」とあるのは、「０円」と、同条第２項中「前

項」とあるのは、「附則第２項の規定により読み替えて適用する前項」とする。 

 

別表 （略） 別表 （略） 

 


